
亘理町スポーツ競技大会出場助成金交付要綱  

（趣旨）  

第１条 この要綱は、町民のスポーツ意識の高揚及びアマチュアスポ

ーツの技術向上を図るため、東北大会以上のスポーツ競技大会に出

場する選手、監督及び団体（以下「選手等」という。）に亘理町スポ

ーツ競技大会出場助成金（以下「助成金」という。）を交付するもの

とし、その交付に関しては、亘理町補助金等交付規則（昭和６２年

亘理町規則第５号）に定めるもののほか、この要綱の定めるところ

による。  

（対象の大会）   

第２条 助成金の交付対象となるスポーツ競技大会とは、世界大会、

国際大会、全国大会、東日本大会及び東北大会とし、別表のとおり

とする。  

２ 前項に定めるもののほか、町長が特に助成金の交付が適当と認め

る大会  

３ 第１項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合

は、対象としない。  

⑴ 予選会若しくは選考会を経ずに出場する大会又は参加申込みの

みにより出場権を得た場合（（公財）日本体育協会（加盟団体を含

む。）が推薦し、出場する大会及び実施要項等で標準記録に達して

出場する場合を除く。）  

⑵ 政治団体、宗教団体及び民間企業が主催する大会  

⑶ 親睦及び交流が目的の大会、各競技流派団体、これに準ずる団



体が主催する大会  

（対象者）  

第３条 助成金の交付対象者は、日本、東北及び県代表として前条に

定める大会の開催要項に定められた選手等で次の各号のいずれかに

該当するものとする。ただし、他市町村から同一大会に対し、名目

を問わず助成金の交付を受けているものは除く。  

⑴ 個人の交付対象は、亘理町に住所を有する者  

⑵ 団体の交付対象は、亘理町に本拠地を置き、町内で活動してい

る団体  

⑶ 本町出身で本県選手に登録された者又は特に町長が認めた者  

（助成金の額）  

第４条 助成金の額は、別表のとおりとする。  

（助成金の交付申請）  

第５条 助成金の交付を受けようとする者は、亘理町スポーツ競技大

会出場助成金交付申請書（様式第１号及び様式第２号）に次に掲げ

る書類を添付して、町長に提出しなければならない。  

⑴ 大会要項  

⑵ 予選会成績表  

⑶ 登録選手名簿  

⑷ 推薦書  

⑸ その他町長が必要と認めるもの  

（助成金の交付決定）  

第６条 町長は、助成金の交付申請を受けたときは、当該申請に係る



書類等の審査を行い適当と認めたときは、助成金を交付するものと

する。  

（助成金の交付決定の取消し等）  

第７条 町長は、助成金の交付決定又は助成金の交付を受けたものが、

不正な行為により助成金の交付を受けた場合は、助成金の交付決定

を取消し、又は既に交付した助成金の返還を命ずることができる。   

（雑則）  

第８条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事

項は、町長が別に定める。   

附 則  

この告示は、平成２７年４月１日から施行する。  

  



別表（第２条、第４条関係）  

区分  対象大会  助成金（個人）  助成金（団体）  

世界大会  １ オリンピック競技大会  

２ パラリンピック競技大会  

３ アジア競技大会  

４ ユニバーシアード大会  

５ ワールドカップ大会  

６ 各競技の世界選手権大会  

一人 30,000 円  一団体 100,000 円  

国際大会  １ 国際競技連盟及びアジア競

技連盟の公認する大会  

２ 3 か国以上で行う競技大会  

一人 30,000 円  一団体 100,000 円  

全国大会  １ 国民体育大会  

２ 全国障害者スポーツ大会  

３ 全国高等学校総合体育大会  

４ 全国中学校体育大会  

５ 各競技の全国選手権大会  

６ 県予選のみで出場できる全

国大会及び県高等学校体育連

盟、県体育協会等において選

抜され出場する全国大会  

７  日本体育協会 (加盟団体を

含む )又は文部科学省が認可

する団体等が主催する大会  

一人 10,000 円  一団体 50,000 円  

東日本大会  １ 関東、東北、北海道大会等  一人 5,000 円  一団体 30,000 円  

東北大会  １ 東北総合体育大会及び東北

高等学校各競技選手権大会等  

一人 5,000 円  一団体 30,000 円  

 


